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ＣＯＮＴＥＮＴＳ 
 

明治大学は２００５年７月に学習支援推進委員会を設置しました。この

委員会は、正副教務部長、各学部の教務主任、大学院及び専門職大学院

の教務主任、そして教務事務室・和泉教務事務室・中野教務事務室・ス

ポーツ振興事務室の各事務長によって構成され、学習支援の内容につい

て協議しています。 

本書は、２０２３年度に本学が取り組んだ学習支援活動全般に関する実

績報告書です。各学部の取り組みや、学習支援室の活動等について情報

をまとめました。 
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法 学 部 
 

【学習支援内容】 

 法学部が２０２３年度に実施した学習支援は以下のとおりである。 

 

１．法学部学習サポートの実施 

（１）通常支援 

  例年、駿河台・和泉の各キャンパスにおいて「法学部学習サポート」を実施して

いる。 

TAおよび助手が数名常駐し、法学部生の日々の学習をサポートする、法学部独自

の学習支援制度である。さまざまな理由から学習に困難を感じている学生に対し、

各年次において必要な単位数を修得できるよう、必要な支援・指導を行い、４年間

で卒業することを基本的な目的としている。 

 

（２）成績不良者面談 

５月から６月にかけて、前年度までの単位修得状況が一定条件に満たない学生お

よび進級不可者を対象に、前年度履修科目担当教員等（進級不可者：法学部事務室

員、２年生：法学部事務室員、３・４年生：専門演習指導教員等）による指導を実

施した。 

成績通知表、個人別時間割表、法学部独自の「大学生活・学習状況振り返りシー

ト」にもとづき面談を行い、担当教員からのアドバイスをもとに、学修に対する姿

勢を再確認するためのきっかけとした。また、面談後は、該当学生に法学部学習サ

ポートの説明を行い、チラシを渡して利用を促した。 

 

２．授業サポートの実施 

以下のオムニバス授業は外部講師が担当する授業回が少なくないことから、円滑

に授業が進むよう、TA が配布資料の準備、教卓 PC のセッティング、出席票集計、

各備品の片づけ等の授業サポートを行った。 

以下、授業サポートを行った科目。 

（１） 春学期 金曜４限（駿河台）1021教室  総合講座   江島晶子先生 

（２） 秋学期 金曜４限（駿河台）1021教室  総合講座   江島晶子先生 

（３） 秋学期 金曜 3限（和泉） LS101教室 現代法入門 金子敏哉先生 

 

３．利用者数 

昨年度の利用者数は延べ３７２名であった（春学期２６９名、秋学期１０３名）

が、今年度は延べ６１９名に増加した（春学期４０８名、秋学期２１１名）。 
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【今後の課題】 

２０２３年度の学習支援室の利用者数は６１９名で、前年度の３７２名に対し約１．

６倍増となったが、キャンパス別にみると、和泉キャンパスの１・２年生の利用者数

に比べ駿河台キャンパスの３・４年生が少ないため、今後は一般学生に向けてはもち

ろん、スポーツ特別入試入学者や留学生への支援をより一層強化し、学習意欲を高め

ることで、４年間を通して法学部での全体的な学習支援に取り組んでいきたい。 

また、こうした学習支援は、一時的な支援で終わるのではなく、継続的に支援して

いく体制を整えることが求められている。特に法学部では、単純に修得単位数が少な

いだけではなく、身体の障がいや精神的な疾患など個別に特殊な事情を抱えているケ

ースも少なくない。そのような学生に対して、履修科目担当教員や障がい学生支援室、

学生相談室などとも連携し、より一層きめ細かく支援していくことが課題として挙げ

られる。 

さらに、留学生入試による入学者も増加しているので、今後は日本語教育をはじめ

とした留学生特有の悩みや心配に対するきめ細かいサポートが必要になると考えられ

る。特に法律の専門用語は難解なものが多いため、初年次からの継続的な支援体制を

整えることで、安心して学習に取り組める環境づくりに努めていきたい。 
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商 学 部 
 

【学習支援内容】 

商学部が２０２３年度に実施した学習支援は以下のとおりである。 

 

１．概況 

商学部では、執行部と関係教員との連携のもと、多角的な学習支援を行っている。

商学部のような大規模学部では、ゼミナール選択（２年次）、コース選択（３年次）

などのカリキュラムの節目において、学生がカリキュラムを十分に理解し、ミスマ

ッチのない学習計画を立てられるように支援していくことが肝要である。その意味

からも、総合講座「商学入門」の開講や、「商学部アワー」などにおける各種ガイダ

ンスの開催に、学習支援の一環として重要な役割をあたえている。また、特別入試

による入学者、および様々な障がいを抱えた学生などの学生生活への不適応への対

応なども個別的に対応している。 

 

２．具体的取り組み 

２０２３年度の主な取り組みは以下の通りである。 

 

● 「基礎演習」「文章表現」の開講 

いずれも 1 年次の必修科目として設置されている半期科目である。２０名以下の

少人数クラスを編成し、高校から大学における学びへのスムーズな移行ができるよ

う配慮している。２０２２年度以降は、原則対面で実施している。 

「文章表現」は大学生としてふさわしい文章力の修得と日本語運用能力の向上を 

目標としている。論文・レポート・答案など、文章を書くための基礎的な力を養う

ための講義と演習を行っている。２０２３年度の使用テキストは『実践 文章表現』

（明治書院刊）である。本テキストはＳＮＳ時代の文章マナーなどを積極的に取り

入れつつ、レポートの作成の際に役立つように構成されている。時代に適応した実

践的な文章力の涵養に努めた。 

「基礎演習」では文献・資料収集の技術、文献・資料を利用した研究成果の発表

方法など、大学で自律的に学ぶ方法を体得できるよう指導している。また、大学教

育への導入として、図書館利用法を周知徹底するようにしている。なお、１年に１

回基礎演習担当者会議を開催し、授業方針、シラバス、評価方法等について授業担

当教員間で継続的に検討を行っており、多数のクラスで開講される講義内容を統一

するとともに、質の保証を図っている。 

このほか、ゴールデンウィーク明けに無断欠席の続く学生については、「基礎演習」

の担当教員から商学部事務室に学生情報の連絡を入れることになっており、これに

より新入生の大学生活の不適応を早めに把握し、修学指導に役立てる体制を整えて

いる。 
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● 推薦図書リスト『知の森へ』 

２００８年度より、商学部教員がそれぞれの専門分野や関心領域から推薦する一

冊の図書を学生向けに冊子や Web サイトで紹介している。これは学生にとって学習

の指針になるだけでなく、商学部教員の人物や研究領域を知るきっかけにもなって

いる。和泉キャンパス三省堂書店で特設コーナーを設けた。 

 

● 商学部アワー 

２００９年度より、火曜日午後を「商学部アワー」と定め、多様なプログラムを

提供している。春学期は、秋学期に行われるゼミの入室試験対策（６月６日、６月

２０日）を対面で実施した。  

秋学期は、ゼミナビ（１０月３日、１０月１０日）を対面で実施し、演習室総合

ガイダンス（９月２５日）、総合学際演習２次募集ガイダンス（１１月１４日）、コ

ース・進級・進学ガイダンス（１１月１４日）、商学専門演習２次募集ガイダンス（１

１月２１日）はオンライン配信を行った。 

 

● 各種総合講座の開催 

○ 「商学入門」「商学研究入門」 

商学部では３年次より専門コース（７コース）に分かれるが、それぞれのコース

で学ぶ内容を１・２年生に分かりやすく伝える授業として、２００９年度よりオム

ニバス形式による「総合講座（商学入門）」を開講している。コースおよび専門ゼミ

の選択に役立つ授業として、１年次での履修を推奨している。なお、２０１２年度

から「総合講座（商学研究入門）」を開設し、１・２年次からビジネス研究における

最先端分野に触れる機会を提供している。 

○ 「ビジネス・インサイト」 

商学部では、２０１１年度より企業における具体的事例を題材として、学生が社

会で求められる能力の向上を目標として「就業力養成講座」を開講していた。２０

１７年度より「フューチャースキル講座」、２０２３年度から「ビジネス・インサイ

ト」と改称し、開講している。本講座は、１年の春学期に企業から与えられた課題

に取り組み、グループワークやフィールドワークを通じて、社会的な課題に挑戦す

る力を養成する講座であり、２０２３年度は、りそな銀行、京王電鉄、山崎製パン

などの有力企業との協力により、多数の学生が受講する人気講座となっている。在

学中に卒業後の社会生活を意識することで、商学部での学びに動機づけが与えられ

る効果が期待されている。 

 

● 修学指導 

１年次の秋学期に、春学期の成績にもとづき、成績不良の学生を面談に呼び出し、

専任教員が分担して修学指導を行っている。これにより成績不良学生に反省の機会

を与えるだけでなく、場合によっては成績不良の背景にある家庭環境や心身の不調

など深刻な問題を早期に把握することが可能となっている。 
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● 障がい学生支援・心の病を抱えた学生への対応 

障がい学生への支援については、従来大学内の関係部署と協力して進めてきた。

心の病を抱える学生へは、執行部教員、学級主任、授業担当教員、事務室（商学部

事務室、教務事務室）が学生相談室と連携して対応している。これらにはいずれも

プライバシーに関わる問題が付随しており、事務窓口、講義室での個別の対応には

限界がある。組織的な連携・対応のあり方を慎重に検討し、整備していく必要があ

る。 

 

● 入学前教育プログラム 

商学部では２０２３年度も、特別入試による入学者を対象に、動画視聴をふまえ

た小論文作成を課した。商学部入学後に求められる基本的な論理的思考力、文章力

を確かめ、入学後の学習上の目標設定に役立ててもらうことを主眼としている。受

講者の感想から、論理的な文章の組み立てに難しさを感じる学生も多いことが判明

し、入学後の勉学開始を前に、能力向上の必要性を感じる機会を提供できていると

推測している。 

また、入学形態別に入学前の心構えについて動画配信し、より良い学生生活を送

るための指導を行った。 

 

【今後の課題】 

学生の多様化にともない、学習支援も成績上位層・中間層・下位層をそれぞれタ

ーゲットにして、多様なかたちで展開していかなければならない。商学部について

は「ビジネス・インサイト」などを通じて上位層にさらなる意欲をあたえ、「商学部

アワー」「商学入門」「商学研究入門」などで中間層に学びのきっかけを提供し、「修

学指導」で下位層に大学生活の見直しの機会をあたえている。今後は、これらのア

プローチをさらに推し進め、支援のあり方に工夫をこらしていきたい。 

また、レポート・論文における剽窃問題についての啓蒙活動については、「基礎演

習」や「商学部アワー」等の複数のチャンネルを通じて、さらに徹底していかねば

ならない。 

障がいや心の病を持った学生たちに対する支援のあり方は大きな課題であるが、

学部で対応するだけでは不十分である。全学的な支援体制の確立に商学部としても

協力していく所存である。 
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政 治 経 済 学 部 
 

【学習支援内容】 

政治経済学部が２０２３年度に行った支援活動は以下のとおりである。 

 

１．アカデミック・アドバイザー制度 

本学部では毎年度、入学式後に約３日間を目安として、和泉キャンパスに学習相

談コーナーを設置し、アカデミック・アドバイザーによる個別相談を行っている。

これは主に新入生を対象に、学部長をはじめとした執行部の教員や若手の教員がア

カデミック・アドバイザーとして、訪れた学生の進路や希望職種、学習意欲に基づ

き、在学中の学習や履修計画についてアドバイスを行うとともに、学習指導週間に

実施された各種ガイダンスで生じた疑問や質問等に答えるものである。 

２０２３年度は、３日間で合計２２名のアドバイザーが７６件の相談に対応した。 

 

２．スポーツ特別入学者対象ガイダンス実施 

  本学部は本学のスポーツ特別入学者数の約４分の１となる７０名の学生を受け入

れており、その割合は学部の入学定員（１１５０名）の６％を占めるため、一般入

学者との学力差是正とともに、勉学への意欲維持や目的意識を高めることが必要と

なる。 

入学前教育として、eラーニングを活用した「大学入門講座」の「英語」「国語（基

礎）」の受講をお願いした。入学前の勉強意欲を入学後も持続させる必要があり、文

武両道をかかげ、学生生活を送ってもらいたい。 

また、４月の授業開始前に、当学部スポーツ委員会委員及び事務室によるスポー

ツ特別入学者向けガイダンスを学年ごとに実施した。１・２年生には、効率的に語

学を学修できるように設置されたスポーツ特別入学者向けの語学科目の履修説明を

行うとともに学習計画に関する個別指導を、３・４年生については、成績不良者を

対象とし、学習計画に関する個別指導を行った。 

 

３．修学指導の実施 

  学生で、修得単位数等で一定の基準を満たさなかった学生を対象に、文書注意、

学生と教員（学級主任もしくは専門演習担当教員）との二者面談、父母も同席する

三者面談を実施した。 

これにより、成績不良者に反省機会を提供するとともに、学業意欲喪失者に進路

を見つめ直す機会を提供した。 

 

４．障がい学生支援 

 近年、心身の障がいのある学生が増えてきている。学生本人、執行部教員、事務室

との面談を通じて、学生一人ひとりの障がいの状況やニーズを踏まえ、障がい学生支
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援室とも連携しつつ、修学上の支援を行った。 

 

５．政治経済学部国際交流学生委員会「The Supporters」による支援 

 政治経済学部では、学部の国際交流事業をさらに充実させ、学生主体の国際交流活

動を促進させることを目的として、留学生のサポートや学部が実施する各種国際交流

イベントの企画運営等を行う国際交流学生委員会「The Supporters」を２０２１年度

に立ち上げた。私費留学生及び長期交換留学生を対象とした滞在中のサポート、短期

受入れプログラム参加留学生を対象とした交流会の企画・運営・合宿サポートなどを

行った。 

 

６．政治経済学部ブックガイド 

 政治経済学部の教員が新入生に薦める各分野の入門書（政治学・経済学・社会学・

国際文化・各種教養文化など）について紹介する冊子を今年度も刊行した。政治経済

学部で「知の世界」に向かって踏み出す学生の一つの道標として編集されている。 

 

【今後の課題】 

 入学形態だけではなく、心身に障がいを抱えた学生、外国籍の学生等、支援の対

象となる学生は多様化している。全学的な支援体制の確立に協力するとともに、修

学指導や国際交流学生委員会による支援等、学部独自の取り組みを通じて、きめ細

やかな支援体制を構築したい。 
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文 学 部 
 

【学習支援内容】 

文学部が２０２３年度に実施した学習支援は以下のとおりである。 

 

１．入学前教育課題の実施 

特別入学試験入学者（指定校推薦・社会人・自己推薦・付属校）を対象に、課題

図書についての感想文提出を課題として与え、文章力や論理的思考力の確認を図っ

た。また、英語の長文読解と英作文を主な内容とした英語課題を課した。 

提出された英語課題については、委託業者によって添削される。解答・解説を添

付して本人に返却するといった方法を実施したことにより、入学にあたってどの程

度の英語力を備えているか、本人が現時点での英語の実力を確認できるだけでなく、

この結果をもとに、各専攻内における新入生の英語の学力を事前に把握し、個々の

学習指導に役立てることが可能となった。 

 

２．履修相談会の開催 

  ４月９日から１２日まで、文学部専任助手およびＴＡによる「履修相談会」を和

泉キャンパスにおいて実施した。ここでは、履修方法や時間割の組み方、授業内容

に関する疑問について個別相談を実施し、スムーズな学期開始となるようサポート

した。 

 

３．学習支援業務 

前項２で履修相談を担当した助手およびＴＡが、学期を通して学習支援業務や授

業補助業務も行った。和泉学習支援コーナーで学習支援業務を行った文学部助手・

ＴＡは春学期・秋学期各３名、１週間に総時間１６～１８時間勤務した。 

上記とは別に各専攻別での学習支援を和泉・駿河台キャンパスの教室で助手およ

びＴＡがおこなった。春学期には、合計２３名が１週間に総時間１０１時間勤務し、

秋学期は合計２５名が１週間に総時間１０４時間勤務した。専攻によっては、対面

だけでなくオンラインでの相談受付も実施した。 

業務内容は、レポート作成指導、文献検索方法、外国語の発音・文法指導、大学

院進学相談などである。 

 

４．障がい学生支援 

文学部には１０名の障がい学生が在籍している。これらの学生一人ひとりの障が

いに応じて、担当教員や障がい学生支援室とも連携しつつ、支援を行った。 
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５．個別の対応が必要な学生への支援について 

何らかの理由で成績不振に陥っている学生に対しては、教員による個別面談を行

っており、状況把握や今後の学習指導につなげている。また、従来から行っている

が、事務室の窓口等で履修・修学状況を把握した学生に対して個別に相談を受け、

きめ細かく対応した。教員と職員の両方で対応することにより、当該学生が集中し

て勉学に取り組めない原因を早期に特定し、必要に応じて専攻や学科、学部レベル

で適宜協議のうえ、改善策を実施した。 

 

【今後の課題】 

学生の学習意欲の把握や、学習意欲を高めるための対処や支援を学生とともに進

められれば、個々の単位修得状況を向上させることができるのではないかと期待さ

れる。 

学習支援室の効果的な運用のあり方や、学習意欲に関する意見交換の場の設定な

どについての検討を継続することによって、学生の単位修得の進捗が留まることが

ないように努めていきたい。 
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理 工 学 部 
 

【学習支援内容】 

理工学部が２０２３年度に実施した学習支援は以下のとおりである。 

 

理工学部では、学習支援室の運営については本学部の執行部、各学科及び総合文

化教室から選出された教員で組織する教学委員会が、入学前教育については本学部

の執行部と入試委員会がそれぞれ責任主体となり、理工学部学生に対する学習支援

活動に取り組んでいる。 

 

１．理工学部学習支援室 

理工学部学習支援室では、理工学研究科各専攻に所属する大学院生のＴＡを主体

として、学部学生に対してきめ細かい学習支援活動を実施している。ＴＡの所属専

攻・専門性に応じて決定した担当科目・時間割の作成、昼休みの時間帯に多くのＴ

Ａを配置するなど、利用しやすい環境を考慮している。また、定期試験が行われる

７月及び１月は利用者が増加するため、応援勤務体制による指導ＴＡの増員を行い、

学習支援室の混雑緩和及び相談者への指導の充実を図っている。 

学習支援室の質問事項、利用状況等は専従の嘱託職員がとりまとめ、これをデー

タ化している。このデータは毎週教学委員へ報告され、教学委員が担当学科の支援

活動状況を確認し、恒常的に改善を図っている。 

※時間割及び利用者数については「資料編」を参照。 

２０２３年度は Zoomやメールによるオンライン指導と対面指導の双方を行い、過

去５年間を通して最も多くの利用があった。 

 

２．入学前教育の実施 

理工学部では、特別入試で合格した入学者を対象に「数学」「英語」の入学前教育

を実施している。 

数学では、２０２３年度（２０２４年度入学者対象）は１１月に学部ウェブサイ

ト上に「入学前教育プログラム」として課題となる数学の問題を掲載し、対象学生

にはその問題を解くように指示を与えた。課題の作題は付属明治高校の元数学教諭

が担当し、出題の範囲は高校数学を広く網羅した基本的な内容からなるが、微分・

積分の比重を重くしている。対象者は全ての特別入試入学予定者（スポーツ特別入

試、ＡＯ入試、外国人留学生入試、付属高校及び指定校からの推薦入試）である。 

課題の解答は学部ウェブサイトに掲載し、対象者各自で自己採点を行い、採点を

済ませた答案を学部事務室まで郵送するように指示をした。 

この入学前教育は入学後の学習指導にも役立てており、提出された解答の内容か

ら学力が不十分と判断される学生には、入学後の学習に支障をきたす可能性がある

ため、理系基礎科目「基礎線形代数１」「基礎微分積分１」のベーシックコースの受
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講を推奨している。 

２０２３年度の課題対象者は３４８名であり、うち３４１名が答案を提出した。

提出された答案の内容から判断して、基礎線形代数では６４名に、基礎微分積分学

では１１４名にベーシックコースの受講を勧め、それぞれ２３名、４０名がベーシ

ックコースを受講している。 

英語では、提出を要する課題を与えることはしなかったが、入学手続書類の中に

学習のための参考図書を提示した。さらに、入学後の授業で扱う英語のレベルの情

報を提供することにより、入学前に学習に対して準備することを心がけてもらうよ

うにした。 

また、スポーツ特別入試入学者に対しては、これら入学前教育課題に加えて、e-

ラーニングを活用した「大学入門講座」の受講を強く推奨している。 

 

３．大学教養基礎講座について 

入試形態の多様化等により、新入生の高等学校における履修科目のばらつきや基

礎学力の個人差が目立つようになってきたため、２０２３年度（２０２４年度入学

対象）は、東進ハイスクールが提供する大学教養基礎講座を入学前教育として取り

入れた。本講座では数学Ⅲの内容から理工学部において重要な内容を含む単元を設

定している。 

大学教養基礎講座の対象者は全ての特別入試入学予定者（スポーツ特別入試、Ａ

Ｏ入試、外国人留学生入試、付属高校及び指定校からの推薦入試）であり、受講は

原則任意であるが、スポーツ特別入試入学予定者に対しては受講必須とした。 

 

４．障がい学生等の支援 

理工学部には２０２３年度（秋学期時点）において心身の障がい・不調等により、

１７名の配慮を必要としている学生が在籍している。これらの学生一人ひとりの障

がいの状況に応じて、担当教員や障がい学生支援室とも連携しつつ、支援を行った。 

 

５．その他のガイダンス等 

理工学部における学習支援活動の一環として、毎年４月上旬に新入生を対象とし

た履修相談会を実施し、各学科の教員が授業内容、履修登録、時間割作成、進級・

卒業条件等に関する質問を受け付けている。 

また、毎年春学期の学習指導期間には、スポーツ特別入試及び外国人留学生入試

入学者に対して、学科ごとにガイダンスを実施し修学指導等を行っているほか、春・

秋学期の授業開始前には、前年度（又は前学期）の成績において単位修得状況不良

者を対象としたガイダンスを全学年で実施している。 

加えて、３年次編入留学生（マレーシア編入学者）に対して、大学院生によるチ

ューター制度を導入し、学習支援等を行っている。 
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【今後の課題】 

入学後、通常講義の理解が不十分な学生に対してベーシッククラスの設置や学習

支援室での学習指導などで対応しているが、いずれも学習指導が必要な学生が必ず

しも利用しているとは言い難い現状もあり、個々の学生をすくい上げることができ

る仕組みの構築についても、検討課題である。特に学習支援室の広報をガイダンス

でも実施するほか、定期的に案内を行うことで利用拡大を進めたい。 

２０２２年度（２０２３年度入学対象）から開始した大学教養基礎講座の活用に

ついては、引続き効果を検証中である。 

２０２５年度から、スポーツ特別入試入学者向けに推奨していた e-ラーニング「大

学入門講座」の運用が見直される予定であることから、継続要否について検討を行

う。 

また、近年増加傾向にある発達障がいのある学生・その傾向のある学生に対して、

障がい学生支援室・学生相談室とも連携を強化し、授業担当教員への負担軽減につ

いても対応を引き続き模索する必要がある。 
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農 学 部 
 

【学習支援内容】 

農学部が２０２３年度に実施した学習支援は以下のとおりである。 

 

農学部では教務主任１名、委員５名、事務局２名から構成される「農学部学習支

援委員会」（委員長は教務主任）のもと、農学部の学生に対して多様な学習支援活動

に取り組んでいる。以下に記載の１～３は本学部で行っている主要な学習支援制度

である。 

 

１．農学部学習支援室の運営 

農学部学習支援室は、自習エリア・学習支援エリアに分かれ、様々な用途で使用

できる。学習支援エリアでは、農学部ＴＡが学習相談や補習指導を行っている。 

※運用スケジュール及び利用者数については「資料編」を参照。 

 

２．入学前準備講座の実施 

入試形態の多様化等により、新入生の科目習熟度や高校での履修分野に個人差が

目立つようになったことから、２００４年度より高校基礎レベルを短期集中で学び、

学部の講義に円滑に移行することを目的としてフォローアップ講座を実施していた。 

２０２３年度（２０２４年度入学者対象）については、東進ハイスクールが提供

する大学教養基礎講座を入学前準備講座として取り入れた。本講座では農学部にお

いて重要な内容を含む単元を、学科ごとに設定している。 

大学教養基礎講座の対象者は特別入試入学予定者（スポーツ特別入試、自己推薦

特別入試、地域農業振興特別入試、指定校推薦入試）であり、受講は原則任意であ

るが、スポーツ特別入試入学予定者に対しては受講必須とした。 

 

３．入学前課題の実施 

農学部では２００２年度より、特別入試入学者と一般入試入学者との学力差是正

や入学までの勉学意欲の維持、学科や学問、目的意識に対する理解を高めることな

どを目的として、入学前課題を実施している。 

２０２３年度は２０２３年１２月～２０２４年３月にかけて以下の入学前課題を

実施した。 
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課題については各学科で毎年内容を検討している。学生から大学まで郵送または

メールにて提出させ、提出後は各学科で提出状況や内容を確認の上、必要に応じて

指導を行った。 

 

【今後の課題】 

 ２０２２年度に引き続き、２０２３年度も障がい学生支援は精神障がいの学生から

多く支援申請があった。共通して「授業のオンライン対応」や「定期試験・レポート

課題等への配慮依頼」であったが、どこまでが配慮可能な範囲か線引きが難しい。 

 

 

  

学科 入学形態 課題① 課題②

農学科 自己推薦特別入試
学習日誌・
ノート提出

自己推薦特別入試

指定校推薦入試

スポーツ特別入試

自己推薦特別入試

スポーツ特別入試

自己推薦特別入試

地域農業振興特別入試

指定校推薦入試

生命科学科
ノート提出

（課題図書あり）

食料環境政策学科
課題図書読書
レポート

農芸化学科
ノート提出

（指定教科書あり）
レポート提出

（課題図書あり）
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経 営 学 部 
 

【学習支援内容】 

経営学部の学習支援体制は、（１）入学前教育、（２）学期開始時、（３）学期中、

（４）学期終了時と学生生活を一体的にとらえ、半期単位での計画・実行・確認の

サイクルを重視した学習支援体制を整えている。 

 

１．入学前教育 

指定校推薦入試、付属校推薦入試の合格者には、国語の課題として外部委託業者

による添削指導を実施し、ほぼ全員が受講した。英語に関する課題は、入学後スム

ーズに授業に取り組めるよう、TOEIC®試験等、英語検定試験の受験を推奨している。 

スポーツ特別入試の合格者には、全学で実施している「e-ラーニングを活用した

大学入門講座」の受講（英語・国語）を課し、さらには、英語検定試験の受験も推

奨している。 

 

２．学期開始時 

（１）各種ガイダンスの開催 

入学時、新年度に各種ガイダンスを開催している。１年生にはカリキュラムや履

修方法に関するガイダンスを実施している。３、４年生には卒業に向けての指針と

なる履修指導を行っている。また、学部カリキュラムの特徴である２つのトラック

「GREAT」・「CAP」、実践型・実習型科目の「フィールドスタディ」・「経営総合講義」、

学部独自の短期海外留学・体験プログラム（「IBP」、「ISIBM」、「グローバル・サービ

スラーニング」）、長期の海外留学（学部間協定留学、認定留学、デュアルディグリ

ー・プログラム）については個別にガイダンスを実施している。 

（２）スポーツ特別入学者ガイダンスの開催 

全学年のスポーツ特別入学者を対象に「スポーツ入学者ガイダンス」を開催し、

１年生および成績不良者に対して履修指導を行っている。 

また、成績不良者が所属している部に対しては、「体育会監督との成績相談会」を

開催し、学部の教員が、部の責任者に対し、履修・成績、部活動の様子に関して情

報を共有し、協力して対応している。 

（３）「Chatbot」による質問への回答 

24時間 365日回答可能な Chatbotを設置することにより、授業・定期試験、履修

成績、卒業・成績等の問い合わせに対し、タイムリーに回答している。 

（４）履修相談 

年度始めの学習指導期間において、経営学部助手、ティーチング・アシスタント

が時間割の組み方等、学生の希望する学習・進路に合った履修計画策定を指導して

いる。 
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３．学期中 

経営学部には、２０２３年度１０名のティーチング・アシスタントがおり、授業

補助や学習支援室での指導に当たっている。学習支援室における指導では、主に学

習進度の遅れた学生に対して、経営学部必修科目などの個別指導を行った。 

 

４．学期終了時 

学期ごとの成績基準を定め、その基準に達していない者を対象として、本人と保

証人宛に成績通知表と注意喚起文を送付し、演習担当教員またはクラス担任による

修学指導（個別面談）を行っている。修学指導は年２回実施し、その結果は学部執

行部と教育課程委員会に報告され、検討を行っている。 

 

【今後の課題】 

学習支援室におけるティーチング・アシスタントによる支援体制について、支援

が必要な学生が活用しやすい場とするべく、どのような相談ができるのかを具体的

に例示する等、周知方法の工夫と徹底が必要である。 

各制度の連携を重視し、学生が主体的に学習する環境の整備を目指す。 

 

 

 

  

経営学部

学習支援

体制

入学前

教育

学期

終了時

学期中

学期

開始時

アカデミック・アドバイザー 

各種ガイダンスでの指導 

演習担当教員、学級担任による

個別面談 

特別入試合格者への課題 

ティーチング・アシスタントによる指導 
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情報コミュニケーション学部 
 

【学習支援内容】 

情報コミュニケーション学部が２０２３年度に実施した学習支援は以下のとおり

である。 

 

１．入学前教育課題の実施 

付属高等学校推薦入学者に対し、課題図書を選定してレジュメの作成を課題とし

た。課題図書については、入学者全員に配布し授業等でも使用している「情報コミ

ュニケーション学への招待」を推薦し、合格者に対して事前に配付を行った。スポ

ーツ特別入学試験入学者に対しては、付属高等学校推薦入学者同様、「情報コミュニ

ケーション学への招待」を推薦書として配付し、それに関するレジュメ作成の課題

を設けた。 

 

２．入学前におけるカリキュラム等説明動画の配信 

入学予定者に対して、入学前の３月にカリキュラム説明および履修登録方法等の

説明動画を学部 HPに掲出することにより、新入生が入学前の早い段階で履修登録に

対する意識づけおよび準備ができるような体制とした。 

 

３．在学生が作成した履修登録や授業に関するアドバイス冊子を配付 

本学部所属の学生広報団体「Compal」が職員とともに冊子を作成した。履修登録

や本学部でのおすすめ授業、実際の時間割組み立て例などを記載した「情コミへの

扉」と幅広い研究分野の本学部教員を紹介する「Palette」を４月に実施した新入生

交流会にて配付。在学生目線での情報提供を行った。 

 

４．問題分析ゼミナール入室試験のためのガイダンスやイベント実施 

本学部で重視しているゼミナール教育を円滑に進めるため、毎年１０月に２年生

を対象とし、ガイダンスとして問題分析ゼミナールの趣旨、選抜方法等の説明動画

や、担当教員が演習内容を詳細に説明した教員個別ガイダンス動画を公開している。

さらに、オープンゼミとして実際のゼミナール実施時間に見学できる機会を提供し、

各ゼミナールへの理解を深める時間として参加を促している。 

また、問題分析ゼミナール・解決ゼミナールに所属する３・４年生の研究内容を

発表するイベントを２年生に見学・参加できるよう促すことで、入室ゼミナールの

選択に役立つ機会を提供している。 

 

５．成績不良者に対するクラス担任等による面談・指導 

「情報コミュニケーション学部修学指導内規」に基づき、成績基準に達していな

い者を対象として、本人及び保証人宛に成績通知表及び注意喚起文を送付し、学習
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計画書の提出を義務付けている。また、希望者には、クラス担任等による個別面談

を各学期の履修登録期間前に実施することで、成績不良者のサポートを行っている。 

 

【今後の課題】 

現行の支援体制については継続して行い、障がい学生の支援及び入試形態の多様

化に伴う必要な支援体制等についても積極的に取り組んでいきたい。 

主に新入生に対しては、本学部での多様性に富んだカリキュラムを十分に活かし

てもらうべく、初年次教育の充実を図りたい。  
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国 際 日 本 学 部 
 

【学習支援内容】 

国際日本学部が２０２３度に実施した学習支援は以下のとおりである。 
 

本学部では学生に対し、多様な学習支援活動を行っている。主な支援制度は次の

１から７である。 

 

１．海外指定校入試入学者に対する入学前教育 

中国にある指定校高校から入学する予定の留学生に対し、入学後に必要とされる

語学力の向上、入学までの学習意欲の維持、学科や学問に関する理解・目的意識を

高める事を目的に、入学前教育を実施している。 

合格発表後から入学までの約半年間、日本語と英語についてそれぞれ課題を課し

た。日本語については、課題文に従って意見文を 800 字程度で作成する課題や、講

義録画を視聴し講義内容についてまとめる及び意見や感想を書く課題に加え、e ラ

ーニング「大学入門講座」（英語・国語）を課した。 

 

２．スポーツ特別入試入学者に対する入学前教育と入学後のフォローアップ 

スポーツ特別入試による入学者に対し、一般入試による入学者との間の学力差を

なくすとともに、入学までの学習意欲を維持し、本学部や学問に関する理解や目的

意識を高めるために、入学前教育を実施している。１２月に合格通知発送とほぼ同

時に、入学への準備として『TOEIC L&R テスト はじめてでも 600 点が取れる!』（山

根 和明、 ピエール・バビノ著、成美堂出版）を送付し、勉強に取り組むよう指示

したのち２月から３月にかけて学習成果確認のためのテストを実施した。さらに、

岩波新書の任意の本について、国際日本学部標準フォーマットに沿った形でレポー

トを１０００字程度で書くという課題を課した。これらに加え、明治大学 e ラーニ

ング「大学入門講座」（英語・国語）を学習する課題を課している。 

 

３．初年次教育ガイダンス 

新入生を対象としたクラス別ガイダンスにおいて、共通の教材を使用した初年次

教育を実施している。内容は、大学の授業の種類、講義形式の授業の受け方、効果

的な学習方法、シラバスの活用方法、課題解決のための情報収集の仕方、レポート

の書き方など、大学生として知っておくべき内容を網羅している。特に、剽窃につ

いては、「レポートの書き方」を説明した後に、剽窃に関する理解を確かめる小テス

トを実施、防止教育に力を注いでいる。 
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４．オフィスアワーの設置 

専任・特任教員がオフィスアワーを設けており、定期的に学生からの質問や相談

を受けられる体制をとっている。また、英語教育を担当しているネイティヴスピー

カーの特任教員による「English Conversation Hours」が運営されており、英語の

スピーキング・リスニングの力の向上を目指せる仕組みを設けている。 

 

５．国際日本学部学生交流委員会による留学生向けの支援 

留学生の新入生で希望する者を対象に、学部公認の国際日本学部国際交流学生委

員会の日本人学生がサポーターとなる体制をとっている（各学期の初めに決定）。留

学生は、授業内容に関することや、履修・時間割の組み方などを個別に相談・確認

できる他、日本での生活に係るサポートを受けることができる。２０２３年度はサ

ポーターのマッチングや交流イベントなどを開催した。 

 

６．成績不良者に対する学期開始時の当該クラス担任等による面談・指導 

国際日本学部修学指導内規に基づき、学業不振による休学・退学を未然に回避で

きるよう、成績不良者に対し、学期の開始時、当該クラス担任等による面談・指導

を行っている。 

 

７．障がい学生の支援 

本学部では、障がいのある学生に対して個々のニーズに対応した支援を実施して

いる。 

「アスペルガー症候群（自閉スペクトラム症＝ASD）」及び「ADHD（不注意優勢型）」

の診断を受けた学生に対しては、支援申請を受け、希望する支援内容をヒアリング

の上、授業担当教員に対して配慮要請をおこなっている。 

 

【今後の課題】 

以上の修学支援は今後も継続し、さらなる充実を図る。また上記以外の対応が必

要になる事態が発生した場合には、ケースが発生し次第、他学部での例を参考にし

て対処していきたい。特に、近年増加傾向にあるメンタルヘルス不調者への対応に

ついては、医師等の所見を基に如何に合理的配慮の内容を決定していくかも課題で

ある。 
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総 合 数 理 学 部 
 

【学習支援内容】 

総合数理学部では、学習支援および修学指導について、以下の学部内委員会で検

討を行い、総合数理学部学生に対する学習支援活動に取り組んでいる。 

 学習支援：教学委員会 

 修学指導：学生支援委員会 

 入学前教育：入試委員会 

 

１．学習支援 

学部教育の基盤となる「数学関係科目」、「情報関係科目」および「理科関係科目

（物理）」について、学習支援を実施した。２０２３年度の学習支援は、前年度に引

き続き、１階ラーニング・ラウンジ内の学習支援コーナーにおいて、対面により支

援を行った。また、新型コロナウイルス感染症流行に伴うオンライン授業が実施さ

れたことに伴い、支援体制強化のために、２０２１年度と２０２２年度は、ＴＡと

共に、助手も一部日程を担当したが、２０２３年度は、先端数理科学研究科に在籍

する大学院生ＴＡのみが担当し、コロナ禍前の通常の実施体制で支援を行った。 

  ２０２３年度の学習支援利用者は、１年間でのべ１０６名であり、２０２２年度

と比べて３倍ほどに利用者数が増加した。学生に対して継続的に周知を行ってきた

結果、利用者増加につながったと考えられ、特に、中間試験・期末試験の時期は、

利用者が多くなっている。２０２４年度も、引き続き、学習支援についての周知を

行っていく。 

 

２．修学指導 

年に２回（９月と３月）、学生支援委員会で審議・承認した修学指導基準に該当す

る学生について、学科教員が個人面談による指導を行っている。個人面談による指

導は、学業不振による休学・退学を未然に防ぎ、また、学生自らが行動等を振り返

ることにより学業不振の原因を探る機会となり、次学期への学生の学習意欲を高め

る効果を上げている。 

 

３．入学前教育課題の実施 

自己推薦特別入試、指定校推薦入試、スポーツ特別入試及び外国人留学生入試入

学者に対し、学習意欲の維持及び目的意識の明確化を図ることを狙いとして、数学

および英語の課題を教育専門業者に委託し、2 回の通信添削を実施した。受講した

学生から、「大学で必要になる部分を復習できて良かった」「一般受験生と同じレベ

ルまで学力を維持するために重要なプログラムだった」「添削された答案が返ってく

ることがとても有難かった」等好意的な感想が寄せられた。また、ほぼ全員が課題

を提出していることからも、入学に向けた学習意欲の維持向上に一定の成果を上げ

ていると思われる。 
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なお、受講した学生には、入学前教育課題内容の復習・定着を目的とし、入学後

のガイダンス期間に数学のプレースメントテストを実施した。 

 

【今後の課題】 

学習支援について、実施場所・時間などを、利用者に向けてわかりやく周知する

と共に、利用者や支援を実施したＴＡの意見や要望等を受け、より学生が支援を受

け易い環境や体制について引き続き検討し、利用者の増加につなげていきたい。ま

た、障がい学生支援についての申請が増加傾向にあり、学習支援を必要とするケー

スもあるため、学部内での検討と共に、全学的な体制の強化も、引き続き、検討が

必要である。 

修学指導について、「落ちこぼれを未然に防ぐ」という一定の役割は果たしている

と考えられるが、これまで実施してきた修学指導方法や効果について、検証を行い、

検討していく必要がある。 

入学前教育課題の実施について、採点結果が低い学生に対してのフォローアップ

等、有効な指導等について検討していく必要がある。 

課題や問題点は各委員会を中心に検討を行い、学生にとってより良い支援ができ

るよう、継続的に改善を図っていく。 
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和泉学習支援コーナー 
 

【学習支援内容】 

・履修相談 

・各学部設置科目の指導 

・語学学習、各種検定試験指導 

・レポート作成指導 

・プレゼンの構成、発表についての指導 

・ゼミ試験 ESの添削 

・留学相談 

・大学院進学相談 

 

【その他活動内容】 

和泉図書館１階サーチアシストにおいて、レポートやプレゼン作成指導、文献の

検索及び引用についての指導等を実施した。また、ドイツ語、フランス語、中国語

の各検定申込書を各検定協会から取り寄せ、掲示と配付を行った。 

事務補助として、「杉並区シルバー人材センター」のスタッフが受付で勤務してお

り、学習支援室の温かい雰囲気創りに大きく貢献している。 

 

【利用状況および今後の課題】 

２０２２年度より法学部学習サポートの誘致を行い、利用者数は増加傾向にある。 

また、２０１２年度から和泉図書館と連携し、図書館１階のサーチアシストに相

談員を派遣している。図書館で自習をする学生の獲得という観点から、一定の効果

を上げているが、こちらの利用者数は前年から微増である。引き続き関連部署と連

携し、周知活動の強化に取り組んでいきたい。 
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【統 計】 

和泉学習支援室利用者数（月別） 

※（ ）は「図書館ナビ・ステーション」でのレポート指導数（外数） 

   月  

年度 
4月 5月 6月 7月 9月 10月 11月 12月 1月 合計 

2023 
22 

（0） 

39 

（4） 

99 

（9） 

311 

（11） 

16 

（0） 

37 

（1） 

23 

（1） 

59 

（6） 

140 

（0） 

746 

（26） 

2022 
37 

（0） 

38 

（0） 

103 

（6） 

172 

（2） 

8 

（0） 

34 

（0） 

37 

（0） 

33 

（6） 

57 

（0） 

519 

（14） 

2021 
37 

（0） 

10 

（0） 

34 

（6） 

20 

（5） 

10 

（0） 

13 

（0） 

20 

（4） 

6 

（1） 

12 

（3） 

162 

（19） 

2020 
0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

2019 
23 

（0） 

64 

（6） 

70

（11） 

92 

（16） 

9  

（0） 

53 

（6） 

31 

（8） 

50

（10） 

17 

（1） 

409  

（58） 

2018 
15 

(0) 

45 

(6) 

68 

(23) 

84 

(21) 

4 

(0) 

32 

(4) 

29 

(6) 

36 

(3) 

51 

(9) 

364 

(72) 

2017 
23 

(0) 

38 

(0) 

58 

(11) 

93 

(12) 

12 

(0) 

48 

(2) 

40 

(6) 

43 

(5) 

26 

(4) 

381 

(40) 

2016 
39  

(0) 

38 

(0) 

68 

(10) 

63 

(19) 

18 

(0) 

20 

(0) 

56 

(1) 

46 

(7) 

10 

(6) 

358 

(43) 

2015 
38  

(0) 

58 

(7) 

71 

(28) 

84 

(30) 

0 

(0) 

50 

(4) 

53 

(11) 

32 

(10) 

16 

(6) 

402 

(96) 

2014 
44 

(0) 

34 

(4) 

62 

(14) 

99 

(30) 

6 

(0) 

26 

(5) 

29 

(13) 

43 

(13) 

37 

(4) 

380 

(83) 
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中野学習支援コーナー 
 

中野キャンパスでは、国際日本学部および総合数理学部の学習支援方針に基づき、

次のとおり学習支援を実施した。 

 

【学習支援内容】 

学習支援コーナーでは、国際日本学部 TA及び総合数理学部 TA（以下「学部 TA」

とする）による学習相談・支援、教務部 TAによる語学学習支援を行った。 

 

（資料編「2023年度学習支援コーナー時間割」参照） 

学部・研究科 学習相談・支援内容 

国際日本 レポート・論文添削、留学生向け日本語 

国際日本学研究科 院生向け論文添削 

総合数理 数学、物理、情報科目 

共  通 英会話、外国語学習法、日本語 

 

【利用状況の変化】  

2016年度から 2023年度にかけての相談対応件数の推移は、下表のとおりである。 

年度 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

学部TA 

学習相談対応件数 
119 232 142 300 130 128 83 183 

教務部TA 

学習相談対応件数 
124 89 34 100 4 5 81 62 

 

中野キャンパス独自の取り組みである Conversation Practice Matching（CPM）＊

１の対面対応を継続して実施している。留学生と語学学習に興味を持つ学生との交流

を促す取り組みであるが、国際人学部の学生を中心に人気のプログラムとなってい

る。また、学部 TA学習相談件数が昨年度比 2.2倍となった。コロナ前の水準にもど

りつつある。 

 

  ＊１ 英語等を話したい日本人学生と日本語を話したい留学生をマッチングし、グループを作

る取り組み。 
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スポーツ特別入試入学者対象語学科目 

 

体育会所属学生の中でも基礎学力不足が認められるスポーツ特別入試入学者に対し、

設置学部間であれば所属学部・キャンパスを超えて語学の授業を履修できる環境を整

えるため、２００６年４月からスポーツ特別入試入学者対象語学が設置された。当初、

参加学部は５学部であったが、現在は９学部となっている。 

今後も、横断授業のあり方を踏まえて、適正な科目及びコマ数を設置し、学生にと

ってより良い支援体制にしていく。 
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明治大学学習支援推進委員会設置要綱 

２００５年７月１９日制定 

２００５年度例規第７号 

 （目的及び設置） 

第１条 明治大学（以下「本大学」という。）の各学部における教育理念の実現と教育目標の達成

のため、本大学の学生に対し、個々人に合わせた多様な学習支援を実施し、これを全学的に推進

することを目的として、教務部委員会の下に、明治大学学習支援推進委員会（以下「委員会」と

いう。）を設置する。 

 （任務） 

第２条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項の推進を図ることを任務とする。 

(1) 学生の学習意欲を喚起させる啓発活動に関する事項 

(2) 各学部が実施する基本科目の学習指導に関する事項 

(3) 学生の基礎学力を向上させるための補習授業に関する事項 

(4) スポーツ技能重視入学者等に対する基礎科目の全学的授業の実施に関する事項 

(5) 学業優秀者の学習意欲を更に向上させるための学習指導に関する事項 

(6) 学習支援室の運営に関する事項 

(7) その他委員会が必要と認めた事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 教務部長 

(2) 副教務部長 

(3) 各学部長が推薦する教務主任各１名 

(4) 大学院長が推薦する大学院教務主任１名 

(5) 専門職大学院長が推薦する専門職大学院教務主任１名 

(6) 教務事務部教務事務長及び和泉教務事務長、学生支援部スポーツ振興事務長並びに中野キャ

ンパス事務部中野教務事務長 

 （任期） 

第４条 委員の任期は、職務上委員となる者を除き、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 前条第３号から第５号までの委員は、再任されることができる。 

 （委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に、委員長及び副委員長各１名を置く。 

２ 委員長は、第３条第１号の委員をもってこれに充てる。 

３ 副委員長は、委員のうちから、委員会の同意を得て、委員長が指名する。 

４ 委員長は、会務を総理する。 

５ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。 

 （会議） 

第６条 委員会は、委員長が招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところ
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による。 

４ 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。 

 （分科会） 

第７条 委員会は、必要に応じて分科会を置くことができる。 

２ 分科会委員は、委員会委員のうちから、委員長が指名する。 

３ 前項のほか、委員長は、必要に応じて教職員のうちから、分科会委員を委嘱することができる。 

４ 分科会には、座長を置き、委員会委員のうちから、委員長が指名する。  

５ 分科会に関し必要な事項は、委員長が委員会の同意を得て、これを定める。 

 （事務） 

第８条 委員会の事務は、教務事務部教務事務室が行い、必要に応じて関係部署がこれに協力する

ものとする。 

 （雑則） 

第９条 この要綱に定めのない事項は、委員長が委員会の同意を得て、これを定めることができる。 

   附 則（２００５年度例規第７号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、２００５年（平成１７年）７月２０日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ この要綱の施行後、最初に任命される第３条第２号から第５号までの委員の任期は、第４条第

１項本文の規定にかかわらず、２００６年（平成１８年）３月３１日までとする。 

（通達第１３９１号） 

   附 則（２００７年度例規第２７号） 

 この要綱は、２００７年（平成１９年）１２月１９日から施行する。 

（通達第１６２６号）（注 事務機構改革の実施による委員の事務管理職名及び事務部署名の変更に

伴う改正） 

   附 則（２００７年度例規第３３号） 

 この要綱は、２００８年（平成２０年）４月１日から施行する。 

（通達第１６４０号）（注 国際日本学部の設置による委員構成の変更に伴う改正） 

   附 則（２００８年度例規第８号） 

 この要綱は、２００８年（平成２０年）６月４日から施行し、改正後の規定は、同年４月１日か

ら適用する。 

（通達第１６９７号）（注 二部教務部長の廃止による委員構成等の変更に伴う改正） 

   附 則（２００８年度例規第２４号） 

 この要綱は、２００８年（平成２０年）１２月３日から施行し、改正後の規定は、同年９月１６

日から適用する。 

（通達第１７５６号）（注 事務機構第一次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正） 

   附 則（２００９年度例規第９号） 

 この要綱は、２００９年（平成２１年）６月１０日から施行し、改正後の規定は、同年４月２２

日から適用する。 

（通達第１８０８号）（注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正） 

   附 則（２００９年度例規第２１号） 

 この要綱は、２００９年（平成２１年）１０月２１日から施行し、改正後の規定は、同年１０月
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１日から適用する。 

（通達第１８３７号）（注 国際連携機構の設置及び国際交流センターの廃止に伴う改正） 

   附 則（２００９年度例規第２７号） 

 この要綱は、２００９年（平成２１年）１２月２日から施行する。 

（通達第１８４６号）（注 副教務部長が１名から２名に増えたことに伴う改正） 

   附 則（２０１２年度例規第２０号） 

 この要綱は、２０１３年（平成２５年）４月１日から施行する。 

（通達第２１４２号）（注 中野キャンパスに係る部署の新設による委員の追加に伴う改正） 

   附 則（２０１２年度例規第２４号） 

 この要綱は、２０１３年（平成２５年）３月１３日から施行する。 

（通達第２１６４号）（注 国際教育センター委員会の廃止に伴う改正） 

附 則（２０１８年度例規第５号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、２０１８年（平成３０年）７月４日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ 改正後の第３条第４号及び第５号の規定による委員の任期は、第４条第１項本文の規定にかか

わらず、２０２０年（平成３２年）３月３１日までとする。 

（通達第２５７０号）（注 委員会の構成員の変更に伴う改正） 
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学習支援推進委員会名簿 
 

 

  所 属 氏 名 役職等 

委員長 商学部 千田 亮吉 教務部長 

副委員長 政治経済学部 加藤 久和 副教務部長 

委 員 

法学部 神田 正行 教務主任 

商学部 今野 史昭 教務主任 

政治経済学部 永川 聡 教務主任 

文学部 井上 優 教務主任 

理工学部 松澤 淳 教務主任 

農学部 織田 哲司 教務主任 

経営学部 三上 真寛 教務主任 

情報コミュニケーション学部 竹中 克久 教務主任 

国際日本学部 鵜戸 聡 教務主任 

総合数理学部 笠 史郎 教務主任 

大学院 西川 伸一 大学院長推薦 

専門職大学院 藤岡 資正 専門職大学院長推薦 

教務事務室 永井 順子 事務長 

和泉教務事務室 田島 克美 事務長 

スポーツ振興事務室 渡 佳和 事務長 

中野教務事務室 岩﨑 宏政 事務長 

 

 

 

  



 

35 
 

和泉学習支援コーナー 時間割 
 

【２０２３年度春学期】 
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【２０２３年度秋学期】 
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理工学部学習支援室 時間割 
 

【２０２３年度春学期】 

 



 

40 
 

【２０２３年度秋学期】 
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農学部学習支援室 時間割 
 

【２０２３年度春学期】 

 

 

【２０２３年度秋学期】 
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中野学習支援コーナー 時間割 
 

【２０２３年度春学期】 
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【２０２３年度秋学期】 
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和泉学習支援コーナー 利用状況 
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理工学部学習支援室 利用状況 
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農学部学習支援室 利用状況 
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中野学習支援コーナー 利用状況 
 

 

 



 

 

 

 

２０２３年度学習支援報告書 

編集・発行 学習支援推進委員会 

発行日   ２０２４年７月 


